
栃木県感染症予防計画及び

宇都宮市感染症予防計画の実施状況について
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資料１

議題１



栃木県感染症予防計画（体系図）

整合 整合

第１節
感染症の発生の予防及び
まん延の防止を図る体制

第２節
速やかにかつ継続して必要な
医療支援等を提供できる体制

第３節
迅速かつ適確に対応できる
健康危機管理体制

第１ 感染症の発生予防のための施策

第２ 感染症のまん延防止のための施策

第11 感染症及び病原体等に関する情報の収集、
調査及び研究に関する施策

第12 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の
向上に関する施策

第７ 感染症の患者の移送のための体制の確保に
関する施策

第８ 宿泊施設の確保に関する施策 第13 感染症の予防に関する人材の養成及び資質
の向上に関する施策

第14 感染症の予防に関する保健所の体制の確保
に関する施策

第３ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに
人権の尊重に関する施策

第９ 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象
者又は新感染症外出自粛対象者の療養生活の環
境整備に関する施策

第10 感染症の予防又はまん延防止のための総合
調整・指示の方針

第４ 緊急時における感染症の発生の予防及びま
ん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療
の提供のための施策

第５ その他感染症の予防の推進に関する重要事
項

第６ 感染症に係る医療を提供する体制の確保に
関する施策

感染症の発生及びまん延防止に
重点を置いた施策の推進

県民一人一人の感染症の予防及び
治療に重点を置いた対策の推進

人権を尊重した対策の推進
健康危機管理の観点に立った

迅速かつ適確な対応

４つの基本的な方向に基づき、新型コロナ対応の課題を踏まえ、
感染症をめぐる状況の変化に迅速かつ適確に対応できる体制を構築

感染症の予防の推進の基本的な方向

感染症から県民の生命と健康を守る施策の実現

第１章 総論

第２章 各論

栃木県保健医療計画
(８期計画)

栃木県新型インフルエンザ等
対策行動計画

健康危機対処計画

整合

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)

感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針
(平成11年４月１日厚生省告示第115号)

栃木県結核対策プラン

関連

＜特定感染症予防指針＞

・インフルエンザ、結核

・後天性免疫不全症候群、性感染症

・麻しん、風しん、蚊媒介感染症 等

関連
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各種施策の主な取組と実施状況

第３節 迅速かつ適確に対応できる健康
危機管理体制

第２節 速やかにかつ継続して必要
な医療支援等を提供できる体制

第１節 感染症の発生の予防及びま
ん延の防止を図る体制年度

○とちぎ感染症対応力強化プロジェクト
【継続】

• 感染対策コーディネーターを継続して養
成するとともに、フォローアップを実施

○研修・訓練【継続】
• 参加者アンケートを踏まえ、より効果的
な研修内容を検討

等

○医療措置協定の締結【継続】

○個人防護具の備蓄【継続(新規)】
• 国の備蓄水準に基づく計画的な
備蓄を開始

○協定締結医療機関に対する施設
整備、設備整備の補助【継続】

等

○ディスプレイ広告・動画広告【継続】
• デジタルマーケティングによる広報啓
発について、R6年度の評価を行い、
より効果的な広報啓発を実施

○感染症発生動向調査
• 急性呼吸器感染症(ARI)サーベイ
ランスの実施【新規】

等

Ｒ７
(予定)

○とちぎ感染症対応力強化プロジェクト
(11/20現在)
・コーディネーター養成研修会10回開催
214名養成（延べ養成人数548名）
・フォローアップ研修会1回開催34名参加

○研修・訓練
協定締結医療機関向け：R7.11.5
講師：川崎市健康安全研究所

参与 岡部 信彦 氏
「平時における新興感染症への備え」
参加：399人（WEB接続数）

○医療措置協定の締結
※資料３参照

○個人防護具の備蓄
一般競争入札：R7.11.13
医療用（サージカル）マスク33万
枚等、国の基準に基づき調達

○協定締結医療機関に対する施設
整備、設備整備の補助（手続中）
施設： ５件、 26,879千円
設備：100件、116,783千円

○ディスプレイ広告・動画広告
デジタルマーケティングによる広報啓発
について、R6年度の評価を踏まえて、
より効果的な広報啓発を実施

○感染症発生動向調査
(11/16現在)

・ARIの発生状況の継続したモニタリング
・患者検体の分析（1,064検体）

実績
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予防計画の実施状況
Ｒ７

（上半期）
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予防計画の実施状況
Ｒ７

（上半期）
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感染対策等研修について（宇都宮市）

本市感染症予防計画において、「感染症をめぐる状況の変化に迅速かつ適確に対応するためには，適切な感染拡大防止対策を 行うための感染管理の
専門家や行政機関における感染症対策の施策立案を担う職員等，多様な人材が必要となることから，「市，保健所，衛生環境試験所」及び「高齢者施設等」
における人材の養成及び資質の向上を目的とした研修を実施する」旨を明記している。
そこで、市として研修会を開催し、関係機関に対して感染対策の重要性を周知することにより、感染症発生時における体制強化を図る。

１．目指すべき姿

研修参加者が効果的かつ効率的な感染対策を理解し、実践できる
平時から基本的な感染対策を徹底し、各高齢者施設等においてノウハウを蓄積している。
新興感染症発生及びまん延時において迅速に対応できるよう，感染症対策を担う保健所職員や応援職員の体制が整備される。

２．開催済みの研修会

参加人数講 師内 容時 期対 象

８１人
第一部：医師 羽金 和彦 氏（元保健所長）
第二部：保健師 岡田 美穂子氏（元保健予防

課 副主幹）

第一部：新興感染症発生に備えた感染症対策
第二部：庁内応援職員の役割について

8月4日～
9月12日
映像資料研修

市役所職員向け1

61人
とちぎ感染症対応力強化プロジェクト
地域アドバイザー
感染管理認定看護師 小島貴子氏

保育所等における感染対策について

9月30日
※参集＆
WEBによる
ハイブリッド
開催

保育所等職員向け2

34人

とちぎ感染症対応力強化プロジェクト
統括アドバイザー
地域アドバイザー ほか

感染症発生時におけるマネージメント対応方
法の習得等（グループワーク及び活動報告会）

11月14日
参集開催

高齢者施設等職員向け
（感染対策コーディネー
ター）

3

3３人
第一部：保健所総務課 主幹 杉山 佐千子 氏
第二部：芝浦工業大学 教授 市川 学 氏

第一部：健康危機発生時における保健所等職
員の役割について

第二部：新興感染症等の発生に備えた感染症
対策等・健康危機管理対処ゲーム

11月20日
参集開催

保健所および
衛生環境試験所職員向け
（庁内保健師を含む）
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